
様式 １　公表されるべき事項

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター（法人番号6012705001563）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

別 添

国立精神・神経医療研究センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患、及び知的障害その他の発達の障害
（以下「精神・神経疾患等」という。）に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこ
れらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神
経疾患等に関する高度かつ専門的な医療医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進
に寄与することを目的として設立された法人である。

役員報酬水準を検討するにあたっては、研究開発と医療提供を主要な業務とする他のＮＣを参考にした。
・国立国際医療研究センター（現在は国立健康危機管理研究機構）は、同じ国立研究開発法人として研究開
発と医療提供を実施している。公表資料によれば、令和6年度の長の年間報酬額は、21,164千円であり、理事
（常勤）については、18,279千円、18,504円である。
・国立成育医療研究センターは、同じ国立研究開発法人として研究開発と医療提供を実施している。公表資
料によれば、令和6年度の長の年収報酬額は、22,426千円であり、理事（常勤）については、16,902千円である。

役員報酬支給基準は、月額及び業績手当から構成されている。
月額については、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター役員報酬規
程（以下「役員報酬規程」という。）に則り、月例給（977,200円）に地域手当（156,352
円）を加算して算出している。また、その者の実情に応じた通勤手当(通勤の実態に
応じた実費相当額）及び単身赴任手当(単身赴任の実態に応じた定額）を支給して
いる。

業績手当については、役員報酬規程に則り、業績年俸額（業績年俸額＋地域手当
＋前年度の業績年俸の額に前年度の業績年俸の額に前年度の厚生労働大臣の業
績評価を踏まえ、業績評価の額に100分の80以上100分の120以内の範囲内で理事
長が定める割合を乗じて得た額）に6月に支給する場合においては100分の50、12月
に支給する場合においては100分の50を乗じ、更に基準日以前6箇月以内の期間に
おけるそのものの在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

役員報酬支給基準は、月額及び業績手当から構成されている。
月額については、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター役員報酬規
程（以下「役員報酬規程」という。）に則り、月例給(906,300円）に地域手当（145,008
円）を加算して算出している。また、そのものの実情に応じた通勤手当(通勤の実態に
応じた実費相当額）及び単身赴任手当(単身赴任の実態に応じた定額）を支給して
いる。
業績手当については、役員報酬規程に則り、業績年俸額（業績年俸額＋地域手当
＋前年度の業績年俸の額に前年度の業績年俸の額に前年度の厚生労働大臣の業
績評価を踏まえ、業績評価の額に100分の80以上100分の120以内の範囲内で理事
長が定める割合を乗じて得た額）に6月に支給する場合においては100分の50、12月
に支給する場合においては100分の50を乗じ、更に基準日以前6箇月以内の期間に
おけるそのものの在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤務１日あたりの報酬を60,000円とし、勤務日数に単価を乗じた金額としており、前
年度からの改定はない。

勤務１日あたりの報酬を60,000円とし、勤務日数に単価を乗じた金額としており、前
年度からの改定はない。

当法人の業績年棒においては、前年度の厚生労働省大臣の業績評価を踏まえ、業績評価の額に100分
の80以上100分の120以内の範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を含ませている。



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,800 13,722 5,078
1,876

120
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,511 12,800 4,711
1,740

184
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

300 300
（　　　　）

7月1日

千円 千円 千円 千円

600 600
（　　　　）

3月31日

千円 千円 千円 千円

660 660
（　　　　）

3月31日

千円 千円 千円 千円

2,040 2,040
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,280 2,280
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

（　　　　）
注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

　法人の長

その他（内容）

Ａ監事
（非常勤）

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

Ｂ監事
（非常勤）

法人の長

A理事

Ｂ理事
（非常勤）

D理事
（非常勤）

前職

C理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保健に
関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技
術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ
専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するこ
とを目的として設立された法人である。

当法人の理事長は、我が国の精神・神経疾患等に係る研究、医療水準の向上を目指し
て、病院、神経研究所、精神保健研究所、トランスレーショナル・メディカルセンター、メディ
カル・ゲノムセンター、脳病態統合イメージングセンター、認知行動療法センター及び事務
部門等の800人を超える常勤職員のほかレジデントやリサーチフェローなどを統率して、精
神・神経疾患等の分野における臨床、研究や人材育成などの面で成果を継続して生み出
すための高いマネジメント能力やリーダーシップ、研究分野に関する高度な専門性に加え、
法人のトップとして職員や国民からも信頼を得られる人物が求められている。

一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野における
他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人と同じく国立研究開発法人であり、高度
な研究開発を主要な業務とする国立がん研究センター、国立国際医療研究センター（現在
は国立健康危機管理研究機構）の長の報酬は、2,000万円を超えている。

こうした職務上の特性や他法人との比較を踏まえると、当法人の報酬水準は妥当なものと
認められる。

また、当法人の令和6年度業務実績評価については、総合評定B評価であり、この点を踏
まえても報酬水準は妥当と考えられる。



　理事

　理事（非常勤）

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

当該役員の報酬は、研究開発を主要な業務とする他法人の役員の報酬額と比較しても妥

当な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や令和６年度業務実績評価結果を

鑑みても妥当な報酬水準であると考える。

国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保健
に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、
技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度
かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄
与することを目的として設立された法人である。

当法人の理事は、理事長と共に我が国の精神・神経疾患等に係る研究、医療水準の
向上を目指して、病院、神経研究所、精神保健研究所、トランスレーショナル・メディカル
センター、メディカル・ゲノムセンター、脳病態統合イメージングセンター、認知行動療法
センター及び事務部門等の８００人を超える常勤職員のほかレジデントやリサーチフェ
ローなどを統率して、精神・神経疾患等の分野における臨床、研究や人材育成などの面
で成果を継続して生み出すための高いマネジメント能力やリーダーシップ、医療または
研究分野に関する高度な専門性に加え、職員や国民からも信頼を得られる人物が求め
られている。

一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野におけ
る他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人と同じく国立研究開発法人であり、
高度な研究開発を主要な業務とする国立がん研究センター、国立国際医療研究セン
ター（現在は国立健康危機管理研究機構）の理事の報酬は、１，８００万円を超えている。

こうした職務上の特性や他法人との比較を踏まえると、当法人の報酬水準は－妥当な
ものと認められる。

また、当法人の令和6年度業務実績評価については、総合評定B評価であり、この点を
踏まえても報酬水準は妥当と考えられる。

国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保健
に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、
技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度
かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄
与することを目的として設立された法人である。

当法人の理事は、理事長と共に我が国の精神・神経疾患等に係る研究、医療水準の
向上を目指して、病院、神経研究所、精神保健研究所、トランスレーショナル・メディカル
センター、メディカル・ゲノムセンター、脳病態統合イメージングセンター、認知行動療法
センター及び事務部門等の８００人を超える常勤職員のほかレジデントやリサーチフェ
ローなどを統率して、精神・神経疾患等の分野における臨床、研究や人材育成などの面
で成果を継続して生み出すための高いマネジメント能力やリーダーシップ、医療または
研究分野のみならず、経営・コンプライアンス等組織管理に関する高度な専門性に加え、
職員や国民からも信頼を得られる人物が求められている。

一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野におけ
る他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人では、非常勤理事の報酬を同様の
高度な研究開発を主要な業務とする国内研究機関５法人（広報資料や個別聞き取り調
査等で入手できた他ＮＣ法人）の非常勤理事の平均報酬（日額６０千円）及び職務内容
の特性等と比較考慮した上で決定されており、その報酬水準は妥当なものと認められる。

また、当法人の令和6年度業務実績評価については、総合評定B評価であり、この点
を踏まえても報酬水準は妥当と考えられる。

国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保
健に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療
の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等
に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向
上及び増進に寄与することを目的として設立された法人である。

当法人の監事は、これらの目的を達成するための適正な組織運営がなされている
か業務及び財産の状況を調査し、また監事を除く役員の不正な行為、または独立行
政法人通則法、個別法若しくは他の法令に違反する事実があると認めるとき等は、
遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならな
い義務を負っており、当法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有
する、または適正かつ効率的に運営することができる者が求められている。

一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野に
おける他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人では、非常勤監事の報酬を
同様の高度な研究開発を主要な業務とする国内研究機関５法人（広報資料や個別
聞き取り調査等で入手できた他ＮＣ法人）の非常勤監事の平均報酬（日額６０千円）
及び職務内容の特性等と比較考慮した上で決定されており、その報酬水準は妥当
なものと認められる。

また、当法人の令和6年度の業務実績評価については、総合評定B評価であり、こ
の点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

理事
（非常勤）

監事
（非常勤）

判断理由

法人での在職期間

法人の長

該当者なし

該当者なし

理事

法人の長

理事

監事B
（非常勤）

理事
（非常勤）

当法人の業績年俸においては、前年度の生労働大臣の業績評価を踏まえ、業績評価の額に１００分の８０以
上１００分の１２０以内の範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を含ませており、今後も継続することと
している。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：839人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：533人

国立精神・神経医療研究センター職員の給与水準は、人事院勧告を踏まえ、類似した事業を実施してい
る他ＮＣの職種別給与支給額を参考にした。
・国立研究開発法人国立がん研究センター及び国立研究開発法人国立国際医療研究セ ンター（現在は
国立健康危機管理研究機構）は、当法人と同様に研究開発と医療提供を実施していることから参考にした。
・国家公務員･･･令和6年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一） の平均給与月額は414,480
円となっており、全職種の平均給与月額は424,979円となっている。

当法人においては、中央省庁等改革基本法第３８条第１項第６号の規定等に基づき、平成２２年度より職員
の業績を給与に反映している。
・賞与：業績年俸
基本年俸表適用職員について、前年度の業務の実績を考慮の上80/100から120/100の範囲内で定める割
合を前年度の業績年俸に乗じた額を支給
・賞与：業績手当（業績反映部分）
常勤職員（基本年俸表適用職員を除く）について、業績に応じて定める割合を算定基礎額に乗じた額を支
給
・賞与：業績手当（年度末賞与）
理事長が定める基準に基づく当該年度の医業収支が特に良好な場合に職員の業績に応じた割合を、総長
が定める額に乗じて支給
・基本給：昇給
常勤職員（任期付職員基本年俸表適用職員及び院長等基本年俸表適用職員を除く）の勤務成績に応じて、
５段階の昇給を行う。

給与制度の内容
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター職員給与規程に則り、基本給、年俸及び諸手当（扶

養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、役職手当、特殊勤務手当、附加職務手当、超過
勤務手当等、宿日直等手当、役職職員特別勤務手当、業績手当（業績年俸）、医師手当、研究員調整手当、
専門看護手当、支援団体業務手当） としている。

業績手当のうち基礎的支給部分については、基礎的支給部分基準額（基本給＋扶養手当＋地域手当＋
研究員調整手当＋役職加算額＋役付加算額） に６月に支給する場合においては１００分の１２２．５（役職手
当の支給を受けている職員にあっては１００分の１０２．５）、１２月に支給する場合においては１００分の１３７．
５（役職手当の支給を受けている職員にあっては１００分の１１７．５）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の
期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額を支給する。

業績手当のうち業績反映部分については、業績反映部分基準額（基本給＋地域手当＋研究員調整手当
＋役職加算額＋役付加算額） に理事長の定める基準に従って理事長が職員の業績に応じて定めた額を支
給する。

業績年俸については、業績年俸の額（基本年俸額×１００分の８０から１００分の１２０までの範囲内で理事長
の定める基準により理事長がその者に所属する職員の業績に応じて定める割合）＋扶養手当加算額＋地域
手当に基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額を支給する。

令和7年12月1日付けで規程の改正を行い、業績年俸及び業績手当の支給割合を引き上げた。



うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

469 42.5 6,330 4,669 72 1,661
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 47.1 6,762 4,941 98 1,821
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 52.2 6,629 4,750 224 1,879
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 46.4 12,834 9,860 95 2,974
人 歳 千円 千円 千円 千円

284 41.5 6,001 4,417 55 1,584
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

93 40.6 5,963 4,374 95 1,589
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 46.7 6,335 4,609 105 1,726
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 50 5,244 3,859 78 1,385
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 46.5 5,493 4,080 126 1,413

人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 61.2 5,109 4,043 97 1,066
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 61.2 5,109 4,043 97 1,066

注３：上記の「医療職種（病院医師）」については、年俸制が適用される医長以上の医師は含まれない。

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：「技能職種（看護補助者等）」については該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定さ
れるおそれのあることから、区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

　②　職種別支給状況

医療職種
（病院看護師）

再雇用職員

研究職種

事務・技術

医療職種
（医療技術職）

事務・技術

技能職種
（看護補助者等）

任期付職員

注２：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注１：「医療職種（医療技術職）」については該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定され
るおそれのあることから、区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

総額
人員

注８：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注７：上記の「療養介護職種」は、療養介助員として従事する職員である。

注６：上記の「福祉職（児童指導員等）」は、児童指導員、保育士、医療社会事業専門員として従事する職員である。

注５：上記の「医療職種（医療技術職）」は、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師等として従事する職員である。

注４：上記の「技能職種（看護補助者等）」は、調理師及び看護助手として従事する職員である。

区分

療養介助職種

診療情報管理職種

医療職種
（病院医師）

常勤職員

うち賞与うち所定内
令和７年度の年間給与額（平均）

福祉職種
（児童指導員等）

医療職種
（医療技術職）

医療職種
（病院看護師）

平均年齢

注２：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注１：「事務・技術」については該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあ
ることから、区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。



うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

64 54.2 14,410 10,870 107 3,540
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

39 54.1 15,565 11,915 97 3,650
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 54.4 12,609 9,240 123 3,369
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

人 歳 千円 千円 千円 千円

48 46.9 9,092 6,875 107 2,217
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

48 46.9 9,092 6,875 107 2,217

総額 うち所定内 うち賞与

注３：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

　②　職種別支給状況（年俸制適用者）

任期付職員（年俸制）

副所長等
（副所長・部長・室長）

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：「事務・技術」「医療職種（病院医師）」については該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報
が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

事務・技術

医療職種
（病院医師）

常勤職員（年俸制）

院長等

副院長等
（副院長・部長・医長）

副所長等
（副所長・部長・室長）

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

・令和7年度を通じて在職し、かつ、令和8年4月1日に在職する職員（休暇等により給与が減額された者を除く）の状
況である。

・「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

医療職種
（医療技術職）

注１：「副所長等（副所長・部長・室長）」については該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が
特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

注２：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。



③

注２: 該当者が４人以下の年齢階層については第１・第３四分位の折れ線を表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師）／教育職員（高等専門学校教員））〔在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同
じ。〕

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注１：該当者が４人以下の年齢階層については第１・第３四分位の折れ線を表示していない。

注２: 「20-23歳」、「24-27歳」、「28-31歳」、「32-35歳」、「36-39歳」の層は、該当なし。

注３：「40-43歳」の層は、該当者が２人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、年
間給与については表示していない。

注４：「24-27歳」「28-31歳」「32-35歳」「40-43歳」の層は、該当者が２人以下であるため、当該個人に関する情報が特定
されるおそれがあることから、年間給与については表示していない。

注３: 「20-23歳」の層は、該当なし。
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注１：該当者が４人以下の年齢階層については第１・第３四分位の折れ線を表示していない。

注２: 「20-23歳」、「24-27歳」、「28-31歳」、「32-35歳」の層は、該当なし。

注１: 「20-23歳」、「24-27歳」、「28-31歳」、「32-35歳」の層は、該当なし。
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

2 － －

5 52.5 9,109

2 － －

7 43.9 6,371

19 44.9 5,461

（研究職員）

平均
人 歳 千円

24 54.9 12,413

3 51.5 9,569

3 52.2 6,405

（病院職員（病院医師）)

平均
人 歳 千円

1 － －

8 55.5 16,992

28 54.0 15,053

（病院職員（病院看護師）)

平均
人 歳 千円

1 － －

1 － －

1 － －

14 50.8 7,971

33 42.4 6,287

234 40.7 5,734

代表的職位

最高～最低
平均年齢人員

6,031～4,597

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師）／教育職員（高等専門学校教員））

分布状況を示すグループ

千円

年間給与額

－

9,531～8,242

－

注１：「地方部長」、「地方課長補佐」については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が
特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

　　　　　・地方部長

　　　　　・地方課長

　　　　　・地方課長補佐

　　　　　・地方係長

　　　　　・地方係員

7,279～5,429

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

　　　　・地方研究課長 9,907～9,298

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

　　　　・地方研究員 6,731～6,198

千円

代表的職位

　　　　・地方研究部長 14,242～2,647

分布状況を示すグループ

　　　　　・診療部長 18,221～15,940

　　　　　・診療科長 17,285～13,079

千円

代表的職位

　　　　　・副院長 －

千円

代表的職位

　　　　・総看護師長 －

注１：「副院長」については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあるこ
とから、人数以外は記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

注１：「総看護師長」「副総看護師長」「室長」については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する
情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

　　　　・看護師 7,307～4,709

　　　　・副総看護師長 －

　　　　・看護師長 8,546～7,293

　　　　・副看護師長 7,225～5,515

　　　　・室長 －



⑤

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

49.6 49.7 49.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 50.4 50.3 50.3

％ ％ ％

         最高～最低 53.6～47.0 53.2～47.1 53.4～47.5

％ ％ ％

57.4 54.6 55.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.6 45.4 44.1

％ ％ ％

         最高～最低 50.7～39.3 48.6～41.6 49.5～41.0

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～100.0 100.0～100.0 100.0～100.0

％ ％ ％

55.9 53.7 54.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.1 46.3 45.3

％ ％ ％

         最高～最低 46.1～40.0 48.1～42.8 47.2～44.3

（病院職員（病院医師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

0.9 0 0.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 99.1 100 99.5

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～40.4 100.0～100.0 100.0～74.8

％ ％ ％

53.5 51.4 52.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.5 48.6 47.6

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～39.3 100.0～40.3 100.0～39.9

区分

管理
職員

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）
／医療職員（病院看護師）／教育職員（高等専門学校教員））

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



（病院職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.7 51.5 51.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.3 48.5 48.4

％ ％ ％

         最高～最低 53.1～46.7 53.6～46.9 51.4～46.8

％ ％ ％

59 57.2 58

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41 42.8 42

％ ％ ％

         最高～最低 46.1～37.2 48.4～28.9 47.3～36.5

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

　全ての指数において対国家公務員を下回っており、適正な給与水準と考
える。　国に比べて給与水準が

高くなっている理由

講ずる措置

内容項目

　令和８年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、令和７
年度と同等になることが見込まれるが,当法人の事業運営、民間医療機関
の給与及び国家公務員の給与等を総合的に考慮した上で、効率化できる
部分については引き続き削減を進めるとともに、適切な給与水準の確保に
ついて引き続き検討を行っていく。

対国家公務員
指数の状況

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　28.4%】
(国からの財政支出額　6,264,130千円（令和7年度決算見込）､支出予算の
総額　22,052,702千円:令和7年度予算)
【累積欠損額　2,378,329千円(令和6年度決算)】
【管理職の割合　26.4%(常勤職員数34名中9名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　73.5%(常勤職員数34名中25名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　28.0%】
(支出総額　 21,605,562千円､給与･報酬等支給総額　6,066,053千円:令和
6年度決算)

　給与水準の妥当性の
　検証

　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

　国家公務員より低い水準であり、適切な取り組みが行われているものと認
められる。

・年齢勘案 85.3

・年齢・地域勘案 86.2

・年齢・学歴勘案 84.4

・年齢・地域・学歴勘案 86.0



研究職員

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
高くなっている理由

　優秀な研究職員を確保するため、医師の資格を必要とする研究職員に
対して医師に準じた医師手当を支給している。
　また、調査対象の研究員のうち、管理職員に対して支給する役職手当の
受給割合が100.0％と、研究職俸給表を適用される国家公務員の特別調
整額の受給割合を上回っている。
　これらの理由から国に比べて給与水準が高くなっているものと考えられ
る。
　※国の平均支給割合等は、人事院公表資料である令和７年国家公務員
給与等実態調査の結果による各統計表から算出している。（以下、各職種
も同様である）

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　28.4%】
(国からの財政支出額　6,264,130千円（令和7年度決算見込）､支出予算の
総額　22,052,702千円:令和7年度予算)
【累積欠損額　2,378,329千円(令和6年度決算)】
【管理職の割合　100.0%(常勤職員数21名中21名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　100.0%(常勤職員数21名中21名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　28.0%】
(支出総額　 21,605,562千円､給与･報酬等支給総額　6,066,053千円:令和
6年度決算)

　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増加
させることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が生じてい
る現状において、給与水準が100を上回っている状況にあることから、国家
公務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
研究職における管理職の割合は100.0％と、国の俸給の特別調整額対象
者割合（令和７年国家公務員給与等実態調査第9表から算出）を上回って
いるが、これは研究職については一般研究職の新規採用者を厳しく抑制し
ているといった理由からである。
　また、大卒者以上の高学歴者の割合100.0％と、国と比較すると若干高く
なっており、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は28.0％となってい
る。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給につい
て、初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カーブを
緩やかにし、基本給、業績手当、退職手当等の削減を行うなど、独自の給
与改革を行い、その一定の効果が生じているところであり、適切な対応であ
ると考えている。

　地域、学歴を勘案してもなお、国家公務員より高い水準であることから国
民の皆様に納得していただけるよう、一層の給与水準の見直しについて十
分検討していただきたい。

講ずる措置

　令和８年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、令和７
年度と同等になることが見込まれるが、国家公務員の研究職員の給与、民
間機関の研究職員の給与、当法人の研究職員確保の状況や確保できな
い場合に法人の事業運営に与える影響等を総合的に考慮したうえで、効
率化できる部分については引き続き削減を進めるとともに、適切な給与水
準の確保について検討を行い、令和８年度（令和９年度公表）において対
国家公務員指数が年齢・学歴勘案でも概ね100以下となるよう努力してい
く。

項目
・年齢勘案 106.2

・年齢・地域勘案 103.2

・年齢・学歴勘案 105.9

・年齢・地域・学歴勘案 103.1



病院職員（病院医師）

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

講ずる措置

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
高くなっている理由

　優秀な医師確保のため、国の初任給調整手当に相当する医師手当につ
いて、国の支給水準よりも高い額を支給している(月額209,600～60,500
円)、国の初任給調整手当（5種）は月額185,000～29,500円）。
また、調査対象の医師のうち管理職員に対して支給する役職手当の受給
割合が67.2％と、医療職俸給表（一）を適用される国家公務員の特別調整
額の受給割合を上回っている。
　これらの理由から国に比べて給与水準が高くなっているものと考えられ
る。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　28.4%】
(国からの財政支出額　6,264,130千円（令和7年度決算見込）､支出予算の
総額　22,052,702千円:令和7年度予算)
【累積欠損額　2,378,329千円(令和6年度決算)】
【管理職の割合　79.1%(常勤職員数48名中38名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　100.0%(常勤職員数48名中48名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　28.0%】
(支出総額　 21,605,562千円､給与･報酬等支給総額　6,066,053千円:令和
6年度決算)

　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増加
させることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が生じてい
る現状において、給与水準が100を上回っている状況にあることから、国家
公務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
　病院医師における管理職の割合は67.2％と国の俸給の特別調整額対象
者割合を上回っているが、これは病院医師については診療体制に応じた
適切な配置をしているといった理由からである。
　また、民間医療法人の医師の賞与も含めた年間平均給与額は、14,846
千円（令和7年度実施第25回医療経済実態調査（一般病院・全体））であ
り、当法人が必要な人材を確保するためには、競合する業種に属する民間
事業者、他法人等の給与水準と比較し、この程度の給与水準とする必要が
ある。
支出総額に占める給与、報酬支給額割合については28.0％となっている。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給につい
て、初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カーブを
緩やかにし、基本給、業績手当、退職手当等の削減を行うなど、独自の給
与改革を行い、その一定の効果が生じているところであり、適切な対応であ
ると考えている。　また、法人を運営する上で人材確保は非常に重要であ
り、人材が確保できなかった場合の法人運営に与える影響も考慮しなが
ら、法人実績に応じた給与となるよう検討する。

　国家公務員と同水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

　令和８年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、令和７
年度と同等になることが見込まれるが、国家公務員の医師の給与、民間機
関の医師の給与、当法人の医師確保の状況や確保できない場合に法人の
事業運営に与える影響等を総合的に考慮したうえで、効率化できる部分に
ついては引き続き削減を進めるとともに、適切な給与水準の確保について
検討を行い、令和８年度（令和９年度公表）までに対国家公務員指数が年
齢・地域・学歴勘案で概ね115以下となるよう努力していく。

・年齢勘案 99.6

・年齢・地域勘案 108.8

・年齢・学歴勘案 99.6

・年齢・地域・学歴勘案 108.8



病院職員（病院看護師）

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

４　モデル給与
(扶養親族がいない場合）

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

講ずる措置

　令和８年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、令和７
年度と同等になることが見込まれるが,当法人の事業運営、民間医療機関
の給与及び国家公務員の給与等を総合的に考慮した上で、効率化できる
部分については引き続き削減を進めるとともに、適切な給与水準の確保に
ついて引き続き検討を行っていく。

93.3

97.0

92.5

・年齢・地域・学歴勘案

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域勘案

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者・父母等6,500円、子１人につき10,000円）を支給

項目 内容

　国に比べて給与水準が
高くなっている理由

　全ての指数において対国家公務員を下回っており、適正な給与水準と考
える。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　28.4%】
(国からの財政支出額　6,264,130千円（令和7年度決算見込）､支出予算の
総額　22,052,702千円:令和7年度予算)
【累積欠損額　2,378,329千円(令和6年度決算)】
【管理職の割合　6.3%(常勤職員数238名中15名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　53.3%(常勤職員数238名中127名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　28.0%】
(支出総額　 21,605,562千円､給与･報酬等支給総額　6,066,053千円:令和
6年度決算)

　国家公務員より低い水準であり、適切な取り組みが行われているものと認
められる。

　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

対国家公務員
指数の状況

96.9・年齢勘案

国立精神・医療研究センターは、組織目標を効率的かつ効果的に達成するため、人事評価制度を導入し、
職員が業務で発揮した能力と実績を評価し、院長等基本年俸表適用職員以外の年俸制職員については業績
年俸と昇給に反映させている。なお、任期付職員基本年俸表適用職員については、業績年俸にのみ反映さ
せている。また、年俸制職員以外は業績手当と昇給に反映させている。年俸制職員については、業績年俸は
１００分の８０から１００分の１２０の範囲内で反映しており、昇給については６号俸昇給から昇給しない範囲内で
反映している。年俸制職員以外については、業績手当は１００分の８０．０から１００分の１４４．０の範囲内で反
映しており、昇給については６号俸昇給から昇給しない範囲内で反映している。

今後も人事評価制度を継続的に行っていく。

22歳（大卒初任給） 月額 250,560円 年間給与 3,719,214円
35歳（本部課長補佐） 月額 415,280円 年間給与 6,621,221円
50歳（本部課長） 月額 546,128円 年間給与 8,845,411円



Ⅲ　総人件費について

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

361,199

最広義人件費

1,938,374
非常勤役職員等給与

9,230,875 9,279,8009,103,3038,979,718

退職手当支給額

1,776,389 1,762,596 1,728,190 1,846,103

9,688,597

295,651 283,269 371,928 190,424

給与、報酬等支給総額
5,809,337 5,921,610 5,972,266 6,066,053 6,230,533

区　　分

1,098,341 1,135,828 1,158,491
福利厚生費

1,177,220 1,158,491

特になし。

・定年年齢は以下のとおり。
・医師及び歯科医師、研究所の所長及び部長等：６５歳
・上記の職員を除く副院長の職を占める職員：６３歳
・その他：６０歳

・役職定年制：なし
・６０歳に達する年度の翌年度以降の職員の給与制度：他の職員と同様

令和8年3月31日に、令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金（病院賃
上げ支援事業）を財源とした特例賞与を計23,884千円支給したことが、給与・報酬等支給総額の増加要因の
一つとなっている。


